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用語解説

　ISO （国際標準化機構） が定めた環境に配慮した事業活動を管理・マネジメントしていくための世界共通の規格。

　審査機関による審査で、 この規格に適合したシステムの運用が認められると認証が与えられます。

　北九州市は本庁舎の事務 ・ 事業活動において、 平成 12 年 3 月にこの認証を取得しました。

　海中の、 ある種のプランクトンが一時に増え、 海水を変色させる現象をいいます。 赤潮発生のメカニズムはい

まだ完全には究明されていませんが、 海水中の窒素、 燐等の塩類濃度、 自然条件の諸要因が相互に関連し

て発生すると考えられています。

　不快な臭いです。 悪臭防止法では、 アンモニア等 22 物質が規制の対象となっています。 規制物質以外の

悪臭による苦情も多いです。

　「石綿」 とも言われる繊維状の天然鉱物の総称で、 その用途の約 8 割は建材です。 アスベスト暴露による健

康被害が問題になり、 現在、 工場周辺 （敷地境界） には、 10 本 / 以下という基準がもうけられていますが、

環境大気中の基準はありません。

　特定の騒音を対象とする場合に、 対象とする騒音がないときのその場所における騒音を、 対象の騒音に対し

て暗騒音といいます。

　重油などの燃料に含まれているいおう分が、 燃焼して発生するガス。 代表的なものは、 二酸化いおう （SO2 ：

亜硫酸ガス） と三酸化いおう （SO3 ： 無水硫酸） があります。 無色で刺激性が強く、 呼吸器系統に悪影響を

与えやすいです。

　自動車の排ガス中に含まれ、 無色無臭、 血液中のヘモグロビンと結合し酸素の供給能力を阻害し、 中枢神

経のマヒや貧血症を起こします。

　大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）又は水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の規定に基づき、

ばい煙又は排出水の排出の規制に関し、 総理府令で定める全国一律の排出基準又は排水基準にかえて適用

するものとして、 都道府県が条例で定めた、 より厳しい排出基準又は排水基準。
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　天然に産するガスを -160℃に冷却して液化したものです。 主成分はメタンであり、 クリーンエネルギーとして

使用されています。

　環境配慮型製品の総称。 素材や設計、 生産、 使用後の廃棄など、 各過程での環境負荷を少なくした製品

のこと。

　大気汚染物質の排出基準適合状況を把握するため、 煙突等で、 SOx、 NOx、 ばいじん、 有害物質等を測

定します。 事業者には測定が義務づけられていて、 市も定期的に、 立入測定を行っています。

　地球温暖化を引き起こす温室効果を有するガスの総称で、 二酸化炭素、 メタン、 フロンが代表的なものです。

二酸化炭素、 メタンは自然界でも生成しますが、 温暖化の原因としては、 化石燃料の燃焼 （人間の活動） に

よるもので、 フロンは人間の活動 （冷蔵庫、 クーラー等） に限って排出されると考えられます。

　サンプルガス中の窒素酸化物 （NO） にオゾンを反応させると、 NO の一部が酸化されて二酸化窒素 （NO2）

となります。 生成した NO2 の一部は励起状態 （NO2*） になっており、 基底状態に移るときに光を放射します。

この現象を用いたのが化学発光法です。 移動測定ではこの方法により窒素酸化物を測定しています。

　なお、 常時監視測定局では、 吸光光度法又は化学発光法で測定しています。

　事業の実施等が環境に及ぼす影響の程度と範囲、 その防止策等について事前に調査 ・ 予測 ・ 評価します。

　環境基本法第 16 条第 1 項及びダイオキシン類対策特別措置法第 7 条で規定され、 人の健康を保護し、 生

活環境を保全するうえで維持されることが望ましい環境上の条件について、 行政上の目標として具体的に設定

された基準。

　正式名称を外因性内分泌撹乱化学物質といい、国は SPEED’98 の中で「動物の生体内に取り込まれた場合に、

本来、 その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質」 と定義しています。

　気温が上層へいくほど高温になっている大気の層を逆転層 （温度逆転層） と呼びます。 逆転層内では対流

による混合が起きないため、 非常に安定な状態となり、 大気中に放出された汚染物質は上方に拡散されず逆

転層の上層で薄くたなびきます。
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　商品の調達、 購入にあたって、 環境保全を重視し、 環境負荷の小さい （資源の再生利用や廃棄にあたって

環境影響が少ないなど） 商品を積極的に購入することです。

　施設ごとに煙突の高さに応じたいおう酸化物許容排出量を求める際に使用する大気汚染防止法で定められ

た定数です。 K 値は地域ごとに定められていて、 施設が集合して設置されている地域ほど規制が厳しく、 その

値も小さいです。

　水質環境基準に係る項目のうち、 人の健康の保護に関するもので、 平成 14 年度末現在カドミウム等 26 項

目が定められています。

　大気中の窒素酸化物と炭化水素が光化学反応を起こし、 発生する酸化性物質の総称です。 日ざしの強

い夏季に多く発生し、 濃度が高くなると目や気管等の粘膜刺激症状を中心とした被害をもたらします。

　重力による自然沈降あるいは雨により沈降するばいじん又は粉じん、 その他の不純物。

　雨は自然の状態でも空気中の二酸化炭素が溶け込んで酸性を示していますが、 工場や自動車から出された

いおう酸化物や窒素酸化物等の大気汚染物質も溶け込み、 より酸性の強い雨に変化しています。 通常、 水素

イオン濃度 （pH） が 5.6 以下の酸性の強い雨を酸性雨と呼んでいます。

　濃度規制の欠点である 「うすめて排出する」 ことを防止するため、 排ガス中の残存酸素濃度を測定して、 二

次空気の混入量を算出し、 換算した濃度で規制する方法。 NOx、 ばいじんの規制に適用されます。

　通常、比重 4 以上の金属をいい、約 60 元素が存在します。 公害に関してよく問題となる重金属としては、水銀、

セレン、 鉛、 カドミウム、 クロム、 マンガン、 コバルト、 ニッケル、 銅、 亜鉛、 ビスマス、 鉄等があります。

 1998 年 5 月に国が環境ホルモン問題への対応方針を示した 「環境ホルモン戦略計画」 のことで、 Strategic 

Programs on Environmental Endocrine Disruptors の頭文字に文書の作成年を添えたものです。
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　水質環境基準に係る項目のうち、 生活環境の保全に関するもので、 pH、 BOD、 COD、 DO、 SS、 n- ヘキ

サン抽出物質、 大腸菌群数、 全窒素、 全燐の各項目が定められています。

　市民生活や産業活動から出る廃棄物を他の産業分野の原材料として利用することにより、 廃棄物をゼロにす

ることを目指す構想。

　環境基準を達成するための容量以内で、 その地域にある工場等の排出源に排出量を割り当て、 工場等を単

位として規制することです。 現在、大気汚染防止法 （いおう酸化物） と水質汚濁防止法 （COD、窒素含有量、

りん含有量） に基づく総量規制があります。

　ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン （PCDDs）、ポリ塩化ジベンゾフラン （PCDFs）、コプラナーポリ塩化ビフェ

ニル （Co-PCB） の 3 種の化学物質群の総称で、 主として廃棄物の焼却過程で発生する有害物質です。

　物の燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸素の化合物で、主として一酸化窒素 （NO） と二酸化窒素 （NO2）

の形で大気中に存在します。 光化学スモッグの原因物質の一つです。 発生源は、 工場、 ビル、 自動車など

多種多様です。

　大気汚染に係る環境基準の適否の評価方法。 二酸化いおう、 浮遊粒子状物質及び一酸化炭素については

年間にわたる日平均値の 2％除外値評価、 二酸化窒素については年間にわたる日平均値の 98％値評価を行

います。

　音の強さを表す単位で、 耳に感じる最小限を基準値として 0 デシベルとし、 それとの比を対数で表した

もの。

　直径 30cm の大型捕集漏斗と 30 の貯水槽からできている降下ばいじん捕集器。 捕集期間は 1 カ月です。

　遠隔計測器。 ある量を遠距離の所に送電し、 表示する電気通信の仕組みです。

　一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値に換算して、 時間平均したもの。 国際的にも騒音の

評価値として広く使われ、 騒音の発生頻度や継続時間を含めた評価が可能であり、 平成 11 年 4 月施行の新

しい騒音に係る環境基準に採用されています。 単位は、 dB （デシベル） が用いられます。
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　ダイオキシン類にはさまざまな異性体が含まれており、 これらの異性体の毒性の強さはそれぞれ異な

ります。 そこで、 ダイオキシン類の濃度は、 ダイオキシン類の中で最も毒性の強い 2,3,7,8- 四塩化ジ

ベンゾ - パラ - ジオキシンの毒性に相当する量に換算して表します。 この量を毒性等量 （TEQ） とい

います。

　生物資源 （bio） の量 （mass） を表す概念で 「再生可能な、生物由来の有機資源で化石資源を除いたもの。」

つまり、 地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、 無機物である水と二酸化炭素から、 生物が光合成によっ

て生成した有機物であり、 私たちのライフサイクルの中で生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能

な資源。

　船舶の機関から漏出する燃料油や潤滑油を含む廃水です。

　生物生産が盛んになること。 原因は、 河川等から流入する窒素、 燐等の栄養塩類で、 閉鎖性水域で著しい

です。

　大気中に浮遊する粒子状物質 （固体のほか液体も含む） であって、 その粒径が 10 μ m 以下のものです。

　ベータ線吸収法は、 ベータ線を物質に照射した場合、 その物質の質量に比例してベータ線の吸収量が増加

することを利用した測定法です。 ろ紙上に捕集した SPM にベータ線を照射し、 透過ベータ線強度を測定する

ことによって、 SPM の質量を知ることができます。

　ベンゼン、 トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン等継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれ

がある物質で、 いおう酸化物、 窒素酸化物等のばい煙及びアスベスト等の特定粉じんを除く物質です。

　試料大気を過酸化水素の吸収液に通し、 大気中の亜硫酸ガスを吸収酸化し、 生じた硫酸濃度を電気伝導

度により測定する方法です。

　水質汚濁に係る環境基準項目ではありませんが、 将来、 環境基準項目への移行を前提として、 平成 14 年

度末現在クロロホルム等 22 項目が選定されています。
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　水質汚濁に係る環境基準の適否の評価方法。 調査期間内の日間平均値の全データをその値の小さなもの

から順に並べ、 0.75 × n 番目 （n は日間平均値のデータ数） のデータをもって 75％値とします。 BOD 又は

COD では、 この値で環境基準の適否を判定します。

　水中の有機物 （汚濁物質） が好気性微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の消費量をいい、

mg/ で表わします。 数値が高いほど汚濁がひどいです。

　水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するときに消費される酸素量で、 mg/ で表します。 数値が高いほど汚濁が

ひどいです。

　水中に溶解している酸素のことをいいます。 純水中における 20℃ 1 気圧のもとでの飽和溶存酸素量は約

9mg/ です。 魚には最低 5mg/ が必要です。

　大腸菌群の総数を示すもので、 確率モデルに従った試験方法によって得られる数値で、 この数値が大きい

ほど水の汚染度が高い傾向にあることを示します。 普通、 試料 100m 中の数を示します。

　気体において、 摂氏零度、 圧力 1 気圧の状態に換算したときの容量を立方メートルで表わす単位。

　測定方法の検出限界を下回ること。

　酸、 アルカリを示す指標。 7.0 が中性。 これより小さい数値は酸性、 大きい数値はアルカリ性を示します。

　10 億分の 1 で表示する単位で、 1ppm の 1,000 分の 1。

　容積比や重量比を表す単位で、 1ppm は 100 万分の 1 を表します。 大気汚染では 1m3 の大気中に 1m の

汚染物質が存在する濃度を 1ppm で示します。

　ppmC 炭素原子数を基準とした百万分率。 例えば、 プロパン （C3H8） の場合 1ppm が 3ppmC となります。

昭和 51 年 8 月の中央公害対策審議会の答申により、光化学オキシダント濃度が 1 時間値 0.06ppm（環境基準）
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以下となる非メタン炭化水素の午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値は、 0.20 〜 0.31ppmC 以下との指針値

が示されています。

　環境の汚染対策に要する費用は、 汚染者 （発生源者） が自ら負担するという原則。

　水中に懸濁し、 水を汚濁させている物質。

　ある場所における 1 日あたりの航空機騒音の大きさを表す単位で、 1 機ごとの騒音レベルだけでなく、 飛来

時間や機数をも考慮したもので、 我が国においては、 航空機騒音の環境評価に採用されています。
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年   表

大気関連事項 水質関連事項 そ　の　他共通事項

 30.  4 福岡県公害防止条例公布

 38.  2 衛生局公衆衛生課公害係

設置

 40.  9 衛生局公害対策課設置

福岡県が県下10か所にデ

ポジットゲージ法によるば

いじん量の測定点を開設

（北九州五市は戸畑市に1

か所）

 ばいじん量の測定点を戸

畑市6か所に増設

 北九州五市大気汚染防止

対策委員会設置

北九州五市51か所におい

てデポジットゲージ法によ

る共同測定開始

 ばい煙の排出の規制等に

関する法律施行

福岡県が大気汚染自動記

録計による試験的測定開

始（八幡保健所に設置）

ばい煙規制法による第1次

指定区域となる

市衛生局が第1回自動車

排ガス調査（魚町・浅生

通・中央町）

全国大気汚染防止連絡協

議会発足

 北九州市が八幡・戸畑・若

松に大気汚染自動測定器

設置

北九州市スモッグ注意報

基準制定

 第1回公害防止対策審議

会開催

デポジットゲージ法による

降下ばいじん測定点を30

か所に整理

公害防止対策審議会答申

第1号「北九州市における

大気汚染防止の基本的対

策について」

小野田セメント（株）八幡工

場和解成立

 

日本セメント（株）門司工場

和解成立（白木崎降塵対

策協）

 28. 11

 31.  9

 34.  5

   6

 37. 12

38. 2

   9

   12

 39.  2

   ・

 39.  5

   6

   12

 40.  2

 41.  4

 34.  3 公共用水域の水質保全

に関する法律、工場排水

等の規制に関する法律

施行

 40. 11 紫川水系水質汚濁現地

調査実施

 30.  4 福岡県騒音防止条例公布

 40.  7 第１回学童健康調査実施

（城山・尾倉、木屋瀬小学

校、木屋瀬中学校）九大

小児科教室

 41.  1 第２回学童健康調査実施

（城山、枝光、徳力小学

校、企救中学校）九大衛

生学教室

   5 大気汚染の疫学調査実施



180

大気関連事項 水質関連事項 そ　の　他共通事項

 42.  8 公害対策基本法公布施行

 45.  4 衛生局公害対策部設置

   ・ 福岡県公害防止条例全面

改正（同年7月施行）

 42.  3 城山地区公害特別対策

実施

   7 洞海地区気流調査実施

   9 八幡化学（株）紛争激化

住民座り込み（灘見町）

   ・ 戸畑共同火力（株）最初

の公害防止協定締結

 43.  6 電源開発（株）若松火力

発電所公害問題解決

   ・ 大気汚染防止法公布

   9 八幡化学（株）公害紛争

解決

   12 大気汚染防止法による

硫黄酸化物の排出基準

の設定K値26.3

 44.  2 硫黄酸化物環境基準閣

議決定

   5 第1回スモッグ警報発令

（若松、戸畑、八幡区）

   11 北九州地区大気汚染基

礎調査実施（厚生省、福

岡県、北九州市）

   12 北九州地区産業公害総

合事前調査実施（通産

省、福岡県、北九州市）

   ・ 北九州市大気汚染防止

連絡協議会設立

 45.  2 大気汚染防止法施行令

の一部改正により県知

事権限市長へ委譲

   ・ 一酸化炭素の環境基準

閣議決定

  4 北九州市大気汚染緊急時対

策要綱施行（47.3廃止）

   ・ 大気汚染測定テレメータ

ー装置完成

   7 気象協会に観測業務委

託

    公害パトロール・カー配

備

   11 大気汚染警報同報装

置、逆転層観測装置設

置

   ・ 北九州地区環境大気調

査実施（厚生省、北九州

市）

    気象特別観測実施

 42.  8 洞海湾調査実施（自治

省・通産省）

 43.  6 洞海湾水域指定予備調

査実施（経済企画庁）

   7 竹馬川、大川水質調査

実施（県衛生研究所）

   11 経企庁水銀調査実施

（旭硝子、三菱化成）

 44.  2 水域指定及びメチル水

銀について水質基準が

定められる（板櫃川、洞

海湾の一部）

   6 洞海湾水質基準本調査

経企庁、県に委託、市協

力

   ・ 洞海湾沿岸工場排水調

査、通産省実施

   10 紫川水域背景調査

   12 紫川水域内の工場実態

調査実施

 45.  4 水質環境基準閣議決定

   7 紫川水質基準調査実施

（経企庁委託）

   10 響灘、周防灘魚介類調

査実施

   ・ 洞海湾水質調査、響灘

水質調査実施

   11 洞海湾水域の水域指定

   12 周防灘水質調査実施

   7 疫学調査実施（三六、中

原、寿山、足原、霧ヶ丘校

区40才以上の婦人を対

象）

 42. 11 学童ぜん息様疾患調査

実施（城山、霧ヶ丘小学

校）九大衛生学教室

 43.  6 騒音規制法公布

 44.  2 学童ぜん息様疾患調査

実施（三六、城山、霧ヶ

丘、大蔵小学校）

   5 騒音規制法県知事告示

（北九州全域地域指定）

   8 空気清浄器設置（牧山、

浜町小学校）

   ・ 住工宅混在地区騒音調

査実施（戸畑区沖台地

区）

   10 北九州市学童ぜん息様

疾患調査協議会設置

   12 公害に係る健康被害の救

済に関する特別措置法公

布

 45.   大気汚染に関する疫学調

査実施（市内全小中学

校）

   6 自動うがい器設置（浜町、

古前、三六、米町小学校）

   10 小倉北区中井地区、小倉

北区魚町交差点周辺及

び戸畑区東牧山公民館

騒音調査実施

   11 空気清浄器設置

    （枝光、三六、古前、米町

小学校）
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 46.  6 公害対策局新設

   7 環境庁発足

   ・ 第1回瀬戸内海環境保全

知事・市長会議開催

   8 福岡県環境整備局設置

   10 北九州市公害防止条例公

布（47年3月施行）

 47.  5 公害対策局の機構改革

   6 国連人間環境会議開催

（ストックホルム）

   10 福岡・山口県際間公害対

策連絡協議会発足

 46.  1 特殊気象情報　第1回通

報

   6 悪臭防止法公布

   ・ 大気汚染防止法改正施

行、硫黄酸化物の特別排

出基準の設定

    （K値5.26）

   9 北九州地区産業公害総

合事前調査結果報告

   12 窒素酸化物自動測定機

設置

    （工場関係4、自動車関係

3）

 47.  3 硫黄酸化物に係る緊急時

対策実施要綱施行（52.7

一部改正）

    ・ 光化学スモッグに係る緊

急時対策実施要綱施行

（59.6廃止）

    ・ 北九州市特殊気象情報

実施要綱施行

    （52.7一部改正）

   ・ 市内54社と硫黄酸化物に

係る公害防止協定締結

   5 悪臭防止法施行

   10 自動車排出ガス測定所テ

レメーター化、環境大気

観測局窒素酸化物テレメ

ーター化

 48.  1 硫黄酸化物の排出基準

改定（K値7.59）

   2 炭化水素濃度連続測定

装置設置オキシダント測

定テレメーター化（半固

定、曽根国設大気測定

所）

   5 大気汚染に係る環境基準

の改定（一酸化炭素、浮

遊粒子状物質、二酸化窒

素、光化学オキシダント、

二酸化硫黄）

   8 窒素酸化物の排出基準

設定悪臭防止法に基づく

アンモニア等5物質の規

制基準制定

 46.  5 洞海湾水域環境基準類

型指定

   6 水質汚濁防止法施行

   7 洞海湾水質底質調査、周

防灘水質底質調査実施

   9 響灘水質調査実施

   11 港湾水質調査実施

   12 水質自動測定記録装置

設置

   ・ 紫川等12河川環境基準

水域類型指定

 47.  5 関門海峡水質調査、瀬戸

内海水質汚濁総合調査

実施

   9 ＰＣＢ汚染実態調査実施

（環境庁、北九州市）

 48.  4 「洞海湾等にかかる上乗

せ排出基準」条例の施行

   ・ 河川調査実施（紫川、神

嶽川）

   6 魚の水銀暫定基準、水銀

ヘドロ除去基準

 　　    「洞海湾等のかかる上乗せ

排水基準」条例の基準値

適用実施

   7 響灘水質特別調査、周防

灘水質調査、水銀等汚染

全国総点検調査実施

   8 「水銀を含む底質の暫定

除去基準」設定

   10 瀬戸内海環境保全臨時

措置法の公布（同年11月

施行）

 46.   大気汚染に関する疫学調

査

    （市内全小中学校）

   5 騒音に係る環境基準閣議

決定

   6 住工混在地区騒音調査

開始（陣山地区）

   9 交通騒音調査開始（市内

32か所）

   12 生活環境騒音調査開始

（市内15か所）

 47.  5 騒音規制法対象工場騒

音調査実施（35工場）

   ・ 自動うがい器設置（青山

小学校、沢見、高峰、中

原、高塔、中央中学校）

   8 騒音規制法対象工場騒

音調査実施（21工場）

   ・ 「自動車騒音の限度を定

める命令」の適用区域、

区分の告示

   10 北九州市における慢性呼

吸器症状有症率の調査

実施

   11 交通騒音調査実施（市内

20か所）

   ・ 空気清浄器設置（城山小

学校）

   12 環境庁長官「新幹線鉄道

騒音対策について」運輸

大臣に勧告

   ・ 「北九州地域公害防止計

画」で城山地区を住工分

離促進地区としてとりあ

げる

   ・ 公害健康被害救済地域

指定基礎調

    査環境庁委託

 48.  2 北九州市公害健康被害

救済特別措置法施行細

則公布施行

   ・ 北九州市公害被害者認

定審査会条例公布施行

   ・ 北九州市公害病認定患

者遺族見舞金支給要綱

公布施行

   3 住工混在地区騒音調査

実施（門司区下二十町）

   5 騒音規制法及び北九州

市公害防止条例対象工

場騒音調査実施（29工

場）
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 49.  1 自動車排出ガス量の許

容限度の設定

   5 大気汚染防止法の改正

   6 大気汚染防止法の一部

改正（総量規制の導入）

   ・ 北九州市公害防止条例

施行規則の一部改正（K

値4.67）

   ・ 窒素酸化物等排出実態

調査実施

   11 大気汚染防止法施行の

一部改正（総量規制地域

の指定）

 50.  2 総量規制実施に伴う電算

シミュレーション（福岡県

において実施）

   ・ 自動車排出ガスの量の

許容限度の一部改正（窒

素酸化物に係る暫定51

年規制）

 

 49.  1 洞海湾しゅんせつ工事

開始

   5 響灘、関門海峡、周防灘

水域環境基準類型指定

   7 周防灘水質底質調査、

上乗せ排水基準改正

   8 ｢瀬戸内海水域に係る上

乗せ排水基準」の施行

   ・ 洞海湾水質底質調査実

施

   10 紫川水系の生物調査実

施

 50.  2 「ＰＣＢを含む底質の暫

定除去基準」設定実施

   10 瀬戸内海栄養塩類収支

挙動調査

   6 特定工場、特定建設作業

に伴って発生する騒音に

ついて規制地域の指定時

間及び区域区分ごとの規

制基準の制定

   7 住工混在地区騒音調査

実施（小倉北区宇佐町地

区）

   ・ 山陽新幹線騒音振動調

査実施

    （岡山県）

   ・ 「騒音に係る環境基準の

類型をあてはめる地域」

の指定告示

   ・ 「北九州地域公害防止計

画」で城山地区を住宅移

転事業として決定

   ・ 第1次城山地区住民意向

調査実施

   10 公害健康被害補償法の

公布（49年9月施行）

   ・ 北九州市特定呼吸器疾

病患者の救済措置要綱

公布施行

   12 企業に対する城山地区住

宅移転事業の説明会開

催

   12 「航空機騒音に係る環境

基準」の制定

 49.  2 城山地区標準土地価格

調査実施

   4 城山地区の公害による経

済損失調査実施

   5 工場騒音調査実施（法対

象20工場条例対象2工

場）

   6 城山地区の標準家屋移

築費算定調査実施

   8 市独自の指定地域設定

   ・ 北九州市特定呼吸器疾

病患者の救済措置要綱

廃止

   9 北九州市特定呼吸器疾

病患者健康被害補償要

綱制定施行

   ・ 北九州市公害健康被害

認定審査会発足

   ・ 交通騒音調査実施（市道

10地点）

   10 城山地区住宅移転先案

内

   12 新幹線試運転時騒音振

動調査開始

 50.  4 第2次城山地区住民意向

調査実施

   5 工事・事業場騒音調査実

施（16工場）

   7 新幹線鉄道騒音に係る環

境基準の告示
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   5 窒素酸化物調査検討委

員会中間報告

   ・ 北九州市公害防止条例

施行規則一部改正（K値

3.5）

   7 環境庁「窒素酸化物許容

排出総量検討委員会」の

委員に公害対策局長が

就任

   8 自動車排出ガス拡散状

況調査実施

   10 窒素酸化物シミュレーショ

ン実施

   12 「自動車排出ガス量の許

容限度」の一部改正（2サ

イクル軽自動車の炭化水

素50年規則に係る暫定

規制）

   ・ 大気汚染防止法施行規

則一部改正（窒素酸化物

排出基準第2次規制）

 　　  ・ 窒素酸化物許容総量方

式調査について国と委託

契約締結

 51.  5 浮遊粒子状物質対策検

討会設置

 　　  8 「悪臭物質の指定及び悪

臭規制基準の範囲の設

定等に関する基本的方

針について」中央公害対

策審議会答申

   9 窒素酸化物総量削減検

討調査

   10 悪臭防止法施行令の一

部を改正する政令施行

（二硫化メチル等3物質指

定）

   11 窒素酸化物許容総量算

定方式検討委員会中間

報告

   ・ 総量規制に係る「硫黄酸

化物総量削減計画案に

ついて」公害対策審議会

に諮問

   12 「北九州市及び苅田町の

地域における硫黄酸化物

総量削減計画」県公告

   ・ 「硫黄酸化物に係る総量

規制基準及び燃料使用

基準」県公告

   ・ 「自動車排出ガス量の許

容限度」の改正（乗用車

の53年規制と重量ガソリ

ン車及びディーゼル車の

52年規制）

   5 板櫃川生物調査実施

   ・ 「底質の暫定除去基準」

設定

 51.  7 市内河川生物調査実施

（貫川、撥川、割子川）

   ・ 公害保健福祉事業「青空

学校」実施（第1回）

   8 新幹線鉄道開業後の騒

音調査実施

   9 自動車騒音の大きさの許

容限度の告示

   10 自動車騒音調査実施（黒

崎、中井）

   11 家庭療養指導事業開始

（保健婦による家庭訪問

指導）

   12 「環境影響評価制度のあ

り方について」中央公害

対策審議会防止計画部

会環境影響評価制度専

門委員会報告

 51.  6 振動規制法公布（12月施

行）

   7 工場・事業場騒音調査実

施（10工場）

   9 新幹線鉄道騒音に係る

環境基準の地域指定に

伴う騒音調査実施（4地区

16地点）
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 52.  1 社団法人瀬戸内海環境

保全協会発足

 53.  4 公害対策局に洞海緑地

事業準備室設置

 54.  7 公害対策局に環境影響

評価担当の主幹制導入

   ・ 洞海緑地事業準備室を

廃止し、公害防止事業団

北九州建設事務所により

施行

 55.  7 公害対策局の機構改革

（2部制より次長制にな

る）

 52.  1 硫黄酸化物に係る公害

の防止に関する協定を解

除（45社51工場）

   ・ 硫黄酸化物に係る公害

の防止に関する協定締

結（48社57工場）

   2 悪臭防止法に基づく二硫

化メチル等3物質の規制

基準制定

   6 大気汚染防止法施行規

則一部改正（窒素酸化物

排出基準第3次規制）

 53.  1 自動車排出ガス規制の

許容限度の一部改正（ト

ラック及びディーゼル車

の54年規制）

   3 「二酸化窒素の人の健康

影響に係る判定条件等に

ついて」中央公害対策審

議会答申

   5 窒素酸化物排出実態調

査実施

   7 二酸化窒素に係る環境

基準の改定の告示

 54.  8 「二酸化窒素に係る環境

基準に基づく地域区分に

ついて」通知

   ・ 大気汚染防止法施行規

則一部改正（窒素酸化物

第4次規制）

   9 窒素酸化物高濃度汚染

解析調査実施

   12 窒素酸化物削減シミュレ

ーション補完調査実施

 55.  3 新日本製鐵（株）八幡製

鐵所熱延工場新設に伴う

公害防止協定の締結

   12 九州電力（株）新小倉発

電所5号機増設に伴う公

害防止協定の締結

 52.  5 市内中小河川生物調査

実施（奥畑川池4河川）

   ・ 瀬戸内海水質汚濁調査

実施

   ・ 筑前海水域環境基準類

型

   ・ 産業排水汚濁負荷量調

査実施

   12 瀬戸内海栄養塩類削減

検討調査実施

 53.  1 「筑前海水域に係る上乗

せ排水基準」施行

   6 瀬戸内海環境保全臨時

措置法及び水質汚濁法

一部改正（54.6施行）

   9 生物学的水質調査実施

（紫川水系）

 54.  5 広域総合水質調査実施

   6 「化学的酸素要求量に係

る総量削減基本方針（瀬

戸内海）」策定

   11 有害物質に係る環境汚染

実態調査実施

 55.  4 「化学的酸素要求量に係

る総量削減計画」公告

   5 「化学的酸素要求量に係

る総量規制基準」告示

   ・ 「燐及びその化合物に係

る削減指導方針」公告

   ・ 「北九州市合成洗剤対策

推進会議」設置

 52.  3 「新幹線鉄道騒音に係る

環境基準の類型別地域

指定」県告示

   4 リハビリテーション事業

「ぜん息体操」実施（第1

回）

   5 工場・事業場騒音調査実

施（127工場）

   ・ 振動実態調査実施（29工

場、11路線、5建設現場）

   6 「北九州地域公害防止計

画」見直しにより城山地

区住宅移転事業を緩衝

緑地事業（都市計画事

業）に変更

   12 振動規制法に基づく地域

指定及び規制基準等を

施行

 53.  1 自動車騒音の大きさの許

容限度の一部改正の告

示

   3 北九州地域公害防止計

画（見直し）の内閣総理

大臣承認

   4 リハビリテーション事業

「排たん訓練」実施（第1

回）

   5 環境騒音調査実施（高層

市営住宅）

   6 公害保健福祉事業「水泳

教室」実施（第1回）

   9 幹線道路騒音調査実施

（11地点）

   10 北九州直方道路開通前

騒音調査実施（12地区12

地点）

 54.  1 在来線鉄道騒音振動調

査実施（7地区28地点）

   3 新幹線鉄道騒音振動調

査実施（3地区12地点）

   5 北九州直方道路、九州自

動車道開通後騒音測定

（12地区18地点）

   6 騒音規制法に基づく規制

地域の指定及び区域区

分の変更の告示

   ・ 騒音環境基準類型指定

の変更の告示

   9 環境騒音調査実施（519

地点）

 55.  9 新幹線速度制限解除前

の騒音振動調査実施

   ・ 都市高速道路開通前騒

音調査実施（篠崎北～日

明）

   10 新幹線速度制限解除後

の騒音振動調査実施
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 57.  7 公害対策局の機構改革

    規制課及び主幹制を廃止

    環境管理課を新設、大気

課、水質騒音課を充実

 58.  3 北九州地域公害防止計画

(昭和57年度～昭和61年

度)の内閣総理大臣承認

 59. 11 公害対策局の機構改革公

害対策局次長制の廃止

 56.  6 新日本製鐵（株）八幡製鐵

所シームレス鋼管工場増

設に伴う公害防止協定の

締結

 57.  5 大気汚染防止法施行規則

の一部改正（ばいじん排

出基準の改正）

 58.  9 大気汚染防止法施行規則

の一部改正（窒素酸化物

第5次規制）

 59.  3 悪臭物質測定の方法の一

部を改正する告示（昭和

59年4月1日適用）

   6 北九州市光化学スモッグ

緊急時措置等実施要綱を

告示

   7 化学的酸素要求量に係

る総量規制基準適用（新

設事業場）

   11 非特定汚染源による汚

染防止対策調査実施

（環境庁委託）

 56.  7 化学的酸素要求量に係

る総量規制基準適用（既

設事業場）

 57.  5 「北九州市石けん利用

推進対策審議会の設置

および運営に関する条

例の制定」の直接請求

（6月議会で否決）

   8 「北九州市合成洗剤対

策推進会議」の拡充、強

化

   12 湖沼の窒素及び燐に係

る環境基準告示

 59.  1 市民(3,000人)の洗剤使

用実態調査実施

   12 九州自動車道開通前騒

音調査（門司IC～小倉東

IC）環境騒音調査実施

（104地点）

 56.  1 都市高速道路開通後騒

音調査実施（篠崎～日

明）

   4 公害補償給付事務の電

算化

   6 環境管理研究会発足（公

害対策局の課長、係長で

組織）

   ・ 「公害行政の歩み」発行

   8 自動車騒音の大きさの許

容限度の一部改正の告

示

   9 夜間における環境騒音調

査実施（519地点）

   10 新幹線環境保全対策調

査実施（環境庁委託）

   ・ 大連市における「公害管

理講座」実施（10.26～

11.3）

 57.  9 自動車騒音の大きさの許

容限度の一部改正の告

示

   ・ 騒音規制法、振動規制法

に基づく規制地域の指定

及び区域区分の変更の

告示

   11 環境管理計画策定に関

する事例調査研究実施

（環境庁委託）

 58.  3 「防衛施設周辺の生活環

境の整備等に関する法

律施行規則」の一部改正

（八幡西区浅川地区を第

1種区域に指定）

   10 自動車騒音の大きさの許

容限度の一部改正の告

示

   11 公害保健福祉事業「健康

教室」実施（第1回）

   ・ 新幹線沿線地域（八幡西

区北九州トンネル～遠賀

川橋間）

   ・ 騒音分布状況調査実施

 59.  2 北九州市環境管理計画

策定要領施行

   7 環境管理計画策定手法

調査研究実施（環境庁委

託）

   8 快適環境に関する市民

意識調査実施（4,000人対

象）
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   9 新日鐵化学工業（株）戸

畑製造所の新95％ナフタ

リン工場の公害防止協定

の一部変更

   ・ 新日鐵化学工業（株）戸

畑製造所の新無水フタル

酸工場及び新アントラキ

ノン工場の公害防止協定

の一部変更

   12 電源開発（株）の若松流

動床ボイラー、超高温タ

ービン実証発電所の設置

に伴う公害防止協定の締

結

 60.  3 北九州市窒素酸化物対

策指導要綱を制定

   9 大気汚染防止法施行令

一部改正（小型ボイラー

に係る規制）

   10 花王（株）の公害防止協

定を解除

   ・ 花王（株）の製造設備の

増設に伴い、既設設備を

含め、公害防止協定を締

結

 61. 12 （株）東芝北九州工場と公

害防止協定を締結

 60.  7 湖沼に係る窒素・燐の排

水規制

 61.  5 「燐及びその化合物に係

る削減指導方針」（二次）

策定（福岡県）

 

 60.  2 モノレール小倉線の騒

音・振動調査実施

   3 北九州都市高速道路

（若園～篠崎）開通後の

沿線地域の環境騒音調

査実施

   ・ 「航空機騒音に係る環境

基準の地域の類型ごと

に指定する地域」（県第

467号告示）により、八幡

西区、若松区を指定

   4 国道10号線曽根バイパ

ス開通前の沿線地域の

環境騒音調査実施

   7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺民家の防

音工事の推進」の実施

（昭和61年度予算）

   ・ 航空機騒音に係る環境

基準適合状況把握のた

め実態調査を開始

   8 新幹線鉄道騒音に係る

環境基準の最終達成目

標期限到来に伴う状況

調査実施

 61.  3 公害対策審議会「北九

州市環境管理計画の策

定等について」答申

   ・ 北九州市環境管理計画

決定

   4 騒音及び振動規制法に

係る本市の地域指定及

び規制基準の設定につ

いて告示

   7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺民家の防

音工事の推進」の実施

（昭和62年度予算）

   11 新幹線鉄道のスピードア

ップ（最高210km/h  →

220km/h）に伴う沿線地

域の騒音・振動影響調

査実施
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 63.  3 北九州市公害防止計画

(昭和62年度～昭和66年

度)の内閣総理大臣承認

   11 第1回日韓環境シンポジ

ウム参加（ソウル）

   

  

  1. 10 開発途上国の都市の環

境対策に関する国際シン

ポジウム開催

   ・ アジア大都市廃棄物問

題国際会議開催

  2.  2 第2回日韓環境シンポジ

ウム開催（北九州市）

   3 北九州市環境保全基金

条例制定

   4 環境局発足

   6 国連環境計画「グローバ

ル500受賞」

   8 都市の自然を考える北九

州国際シンポジウム開催

 

 63.  2 大気汚染防止法施行令

の一部改正（ガスタービ

ン、ディーゼル機関のば

い煙発生施設対象）

   6 星空の街・あおぞらの街

サミット開催

   

  

  1.  7 三菱化成（株）黒崎工場

の発電設備の増設に伴う

公害防止協定の締結

   12 大気汚染防止法改正・施

行（特定粉じん発生施設

の追加）

   ・ 公害対策審議会「北九州

市における一般環境大気

測定局の適正配置につ

いて」（答申）

  2.  2 新日鐵化学（株）戸畑製

造所の製造設備の増設

に伴う公害防止協定の締

結

   4 一般環境大気測定局の

適正配置の実施  

    10 悪臭防止法施行令の一

部改正に伴う低級脂肪酸

4物質の規制基準制定

 

 62.  1 「化学的酸素要求量に

係る総量削減基本方針

（瀬戸内海）」を策定（国）

   4 「化学的酸素要求量に

係る総量削減計画」（二

次）策定（福岡県）

 63.  4 「北九州市における工

場・事業場及びその跡地

の土壌汚染対策指導要

領」施行

   

  

  1.  3 洞海湾魚類調査の実施

   ・ 脇田海岸親水性機能検

討調査の実施

    水質汚濁防止施行令の

一部改正

    （トリクロロエチレン及び

テトラクロロエチレンを有

害物質に指定、同年10

月施行）

   6 水質汚濁防止法の一部

改正

    （有害物質の地下浸透

禁止、同年10月施行）

  2.  6 水質汚濁防止法の一部

改正

    （生活排水対策、同年9

月施行）

   ・ 北九州市都市高速道路

（横代～若園）開通前の

環境騒音調査実施

 62.  1 北九州市環境管理計画

運用指針（環境利用にあ

たり配慮すべき事項に係

る運用指針）施行

   4 幹線道路自動車騒音調

査開始（50定点）

   8 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺民家の防音

工事の推進」の実施（昭

和63年度予算）

   11 公害対策審議会「北九州

市特定呼吸器疾病患者

健康被害補償要綱第2条

第2項に規定する指定地

域の解除及び解除後の

対策について」答申

 63.  3 九州縦貫自動車道（小倉

東～八幡）開通前環境騒

音調査実施

   3 公害健康被害補償法を一

部改正した公害健康被害

の補償等に関する法律施

行

   ・ 北九州市特定呼吸器疾

病患者健康被害補償要

綱の一部改正施行

 63.  7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成対象区

域の拡大」の実施

　

  1.  1 北九州空港定期便再開

に伴う現況騒音調査を実

施（10地点）

   7 国家要望「環境適正技術

トレーニングセンターの北九

州市設置」の実施

   7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成対象区

域の拡大」の実施

   12 国家要望「環境適正技術

トレーニングセンターの北九

州市設置」の実施

  

  2.  3 幹線道路自動車騒音調

査終了（50定点）

   ・ 北九州市自動車公害対

策基本計画及び中間計

画策定

  　  ・ 電気自動車（1台）購入

   4 北九州市東部の環境騒

音調査実施

   7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成等対象

区域の拡大」の実施
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   12 アジア・太平洋環境問題

国際会議の開催

  3.  2 第3回アジア大都市廃棄

物問題国際会議参加（イ

ンドネシア、バンドン）

   8 「地球にやさしい暮らし

展」開催

   9 産業開発と環境保全に

関する国際シンポジウム

開催

 

  4. 6 「国連地方自治体表彰」受賞

   11 大気汚染防止施行令の

一部改正（ガス機関、ガソ

リン機関のばい煙発生施

設対象）

  3.  6 電源開発（株）若松総合

事業所の発電設備の設

置に伴う公害防止協定の

締結

   7 「地球温暖化対策地域推

進モデル計画策定調査」

（環境庁受託事業）を実

施

   8 大和製缶（株）戸畑工場

の製造設備の増設に伴う

公害防止協定の締結

   10 第32回大気汚染学会の

開催

  4.  2 旭硝子（株）北九州工場

のガラス製造設備の設置

に伴う公害防止協定の締

結

 

  3.  1 「化学的酸素要求量に

係る総量削減基本方針

（瀬戸内海）」を策定（国）

   3 「化学的酸素要求量に

係る総量削減計画」（三

次）策定（福岡県）

   5 「燐及びその化合物に係

る削減指導方針」（三次）

策定（福岡県）

   8 第21回瀬戸内海環境保

全知事・市長会議開催

   10 「紫川の生きもの（さか

な）」について調査実施

   ・ 国家要望「環境適正技術

トレーニングセンターの

北九州市設置」の実施

  3.  3 騒音規制法及び振動規

制法に基づく地域指定及

び規制基準に係る告示

方法の変更

   ・ 北九州空港定期便再開

に伴うテスト飛行時の航

空機騒音調査を実施（10

地点）

   4 北九州市西部の環境騒

音調査実施

   7 北九州空港定期便再開

後の航空機騒音調査を

実施（10地点）

   8 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対

象区域の拡大」の実施

   ・ 土壌汚染に係る環境基

準告示

   ・ 国家要望「国際環境協力

センターの北九州市設

置」の実施

   9 航空機騒音に係る環境

基準の地域類型あては

めの検討用として北九州

空港の航空機騒音調査

を実施

   11 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対

象区域の拡大」の実施

   ・ 国家要望「国際環境協力

センターの北九州市設

置」の実施

  4.  1 環境保全企業者講習会

（建設作業における騒音

振動について）の実施

   4 「航空機騒音に係る環境

基準の地域の類型ごとに

指定する地域」（県第672

号告示）により、小倉南

区を指定

   7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対

象区域の拡大」の実施

   11 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対

象区域の拡大」の実施
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  5.  7 かん・びん分別収集開始

   10 「アメニティあふれるまち

づくり優良地方公共団体

表彰」受賞

   11 環境基本法施行

  6.  4 粗大ごみ戸別収集有料化

実施

   8 北九州市環境審議会条例

施行審議会設置

   12 環境基本計画決定

   

  5.  4 公害監視センターシステ

ム更新

   4 トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレンの大気環

境指針（暫定値）制定

   6 悪臭防止法施行令の一

部改正プロピオンアルデ

ヒド等10物質の追加指定

（H6.4.1施行）

   7 白島石油備蓄基地（株）

の石油備蓄設備の新設

に伴う公害防止協定の締

結

   12 北九州松下電工（株）の

製造設備の増設に伴う公

害防止協定の締結

  6.  4 悪臭防止法の一部改正

に伴う排出水中における

規制基準の公布

  5.  3 水質環境基準の一部改

正（健康項目の拡充・強

化）

    要監視項目及びその指

針値の設定（環境庁水

質保全局長）

    地下水評価基準の拡

充・強化（環境庁水質保

全局長）

   8 海域の窒素及び燐に係

る環境基準の設定

    海域の窒素及び燐に係

る排水基準の設定（平成

5年10月1日施行）

    窒素含有量及び燐含有

量についての排水基準

に係る海域の設定（瀬戸

内海、平成5年10月1日

施行）

   12 水質汚濁防止法施行令

の一部改正（有害物質

の追加、平成6年2月1日

施行）

    排水基準を定める総理

府令の一部改正（有害

物質についての規制の

拡充・強化、平成6年2月

1日施行）

  6.  2 土壌環境基準の一部改

正（健康項目15項目追

加、強化）

   3 特定水道利水障害の防

止のための水道水源水

域の水質保全に関する

特別措置法の公布（平

成6年5月10日施行）

   ・ 水道水水質保全事業の

実施の促進に関する法

律の公布

　　4   「公共用水域等における農

薬の水質評価指針」策

定（環境庁）イプロジオン

等27農薬に安全性の目

安となる指針を定めた。

 　　5  「水道原水水質保全事業の

実施の促進に関する法

律」施行

    「特定水道利水障害の

防止のための水道水源

水域の水質の保全に関

する特別措置法」施行

（環境庁）

　　7  「農薬による水質汚濁防止

のための関係行政部局

等の連携強化について」

（環境庁）

   ・ 土壌汚染環境調査実施

（市内70か所）

  5.  3 新幹線鉄道（のぞみ運

行）のスピードアップ（最

高230km／h→270km／

h）に伴う沿線地域の騒

音・振動影響調査実施

   7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成等対象

区域の拡大」の実施

   11 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成等対象

区域の拡大」の実施

  6.  1 環境保全企業者講習会

（中小製造業対象）の実

施

   4 緑の教室終わる

   7 環境庁委託事業「音環境

モデル都市事業」受託

   ・ 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成等対象

区域の拡大」の実施

   12 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民家

防音工事の助成等対象

区域の拡大」の実施
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大気関連事項 水質関連事項 そ　の　他共通事項

  7.  2 「アジア地方自治体環境

イニシアティブ会議」開催

   9 日本計画行政学会「計画

賞」受賞

  8.  1 「北九州－大連環境交流

セミナー」開催（大連市）

   2 大連市環境モデル地区

建設のための政府開発

援助による開発調査が

正式決定

   2 「ふるさと環境シンポジウ

ム」開催

   3 「アジェンダ21北九州」策

定

   6 「北九州市公害防止条

例」の一部改正

   8 大連市環境モデル地区

計画の事前調査参加

   10 「環境アセスメントセミナ

ー」開催

   11 「日中環境協力都市会

議」開催

   12 大連市環境モデル地区

計画の政府開発援助に

よる開発調査開始

   12 第14回世界銀行経済開

発研究所／（財）国際開

発高等教育機構共同セミ

ナー開催

  9.  7 「北九州エコタウン事業」地

域承認

   11 「北九州市エネルギー対

策推進会議」設置

   11 ペットボトル分別収集開

始

   12 「アジア環境協力都市会

議」開催

  7.  3 悪臭防止法施行令の一

部改正に伴うプロピオン

アルデヒド等10物質の規

制基準設定・告示

  8.  1 大気汚染物質等移動測

定機の導入

   5 大気汚染防止法の改正

    （有害大気汚染物質対

策、アスベスト飛散防止

等）

  9.  1 大気汚染防止法施行令

の一部改正

   2 大気汚染防止法施行規

則の一部改正

    大気汚染に係る環境基

準の追加の告示（ベンゼ

ン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン）

     4 光化学スモッグ注意報発令

 

   11 「重金属等に係る土壌汚

染調査・対策指針及び

有機塩素化合物等に係

る土壌・地下水汚染調

査・対策暫定指針」策定

（環境庁）

  8.  4 「化学的酸素要求量に

係る総量削減基本方針

（瀬戸内海）」策定（環境

庁）

   6 水質汚濁防止法の一部

改正（地下水水質の浄

化措置命令）

   7 「化学的酸素要求量に

係る総量削減計画（四

次）」策定（福岡県）

    「窒素及びその化合物並

びに燐及びその化合物

に係る削減指導方針」策

定（福岡県）

  9.  3 地下水に係る環境基準

の設定（環境庁）

    「水質汚濁防止法第3条

第3項の規定に基づく排

水基準を定める条例」の

一部改正（福岡県）（一

部項目削除）

  7.  7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

    環境庁委託事業「音環

境モデル都市事業」受託

    10 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

  8.  1 都市計画法の一部改正

に伴う、騒音規制法及び

振動規制法に基づく地

域指定及び規制基準に

係る告示の変更

   3 北九州市の環境騒音調

査実施

   7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

   11 同上

   12 騒音規制法施行令の一

部改正（H9.10.1施行）

   ・ 特定施設（切断機）及び

特定建設作業（バックホ

ウ、トラクターショベル、

ブルドーザーを使用する

作業）の追加

 

  9.  6 環境影響評価法公布

   7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

   10 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施
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大気関連事項 水質関連事項 そ　の　他共通事項

 10.  2 北九州市公害防止計画

(平成9年度～平成13年

度)の内閣総理大臣承認

   3 「ホーチミン廃棄物セミナ

ー」開催

   3 北九州市エコタウンプラ

ン実施計画の策定

   6 「北九州市役所の環境保

全に向けた率先実行計

画」策定

   7 一般ごみ収集の有料指

定袋制度開始

   11 「持続可能な開発に関す

るスマラン会議」開催

 11.  3 「北九州市エネルギー長

期ビジョン」策定

   7 ダイオキシン類対策特別

措置法公布

   7 特定化学物質の環境

への排出量の把握など

及び管理の改善の促進

に関する法律（PRTR法）

公布

   11 北九州市一般廃棄物処

理基本計画検討委員会

設置

   12 ダイオキシン類による大

気の汚染、水質の汚濁及

び土壌の汚染に係る環

境基準設定

 12.  1 ダイオキシン類対策特別

措置法施行

   2 北九州市一般廃棄物処

理基本計画検討委員会

「中間報告」

   2 クリーナープロダクション

（CP）推進に関するホー

チミンワークショップ開催

   3 北九州市役所本庁舎に

おけるISO14001認証取

得

   7 紙パック・白トレー分別収

集開始

   7 北九州市公害防止条例

の一部改正

    （事業者の屋外燃焼行為

の制限）

   8 大気汚染防止法施行令

の一部改正

    （ダイオキシン類の指定物

質への追加等）

   9 ダイオキシン類の大気環

境指針値設定

 10.  7 環境大気中ダイオキシン

類調査開始

 11.  7 「小型焼却炉に係るダイ

オキシン類排出抑制指導

要綱」施行

 12.  1 「小型焼却炉に係るダイ

オキシン類排出抑制指導

要綱」の改正

 12.   特定施設設置者からのダ

イオキシン類自主測定結

果の報告徴収

 10.  4 2河川の環境基準類型指

定と14河川の環境基準

類型改定（福岡県）

   8 「北九州市における外因

性内分泌撹乱化学物質

の野生生物に与える影

響に関する検討委員会」

（環境ホルモン北九州委

員会）の発足

    8 環境ホルモン緊急全国

一斉調査（北九州市分は

8月と11月に実施）（環境

庁）

    8 ダイオキシン類緊急全国

一斉調査（北九州市分は

8月～11年3月まで実施）

（環境庁）

 11.  2 硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素、ふっ素、ほう素

の水質環境基準健康項

目への追加

    4 土壌ダイオキシン類調査

開始

    4 「北九州市における工

場、事業場及びその跡

地の土壌汚染対策指導

要領」改定

 12.  4 公共用水域におけるダイ

オキシン類の調査開始

   11 環境シンポジウムin北九

州－「環境ホルモン」って

なに？－の開催

 10.  3 北九州市環境影響評価

条例公布

    7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対象

区域の拡大」の実施

   ・ 環境庁委託事業「未規制

発生源騒音実態調査」受

託

    9 「騒音に係る環境基準」

の改正公布（平成11.4施

行）

    10 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対

象区域の拡大」の実施

 11.  7 国家要望「航空自衛隊芦

屋基地周辺における民

家防音工事の助成等対

象区域の拡大」の実施

    10 「第3回音風景保全全国

大会」開催

 12.  3 「騒音規制法第17条第1

項の規定に基づく指定地

域内における自動車騒

音の限度を定める総理

府令」の改正公布（平成

12.4施行）

   ・ 「北九州市自動車公害対

策第三次中期計画」策定
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大気関連事項 水質関連事項 そ　の　他共通事項

   9 「アジア・太平洋環境大

臣会議in北九州」開催

   9 「グローバル500アジアフ

ォーラム」開催

   9 「我が国における事業活

動に伴い排出されるダイ

オキシン類の量を削減す

るための計画」策定（総

理府告示第52号）

   12 北九州市環境基本条例

公布（平成13年1月

    1日施行）

 13.  2 「北九州市一般廃棄物処

理基本計画」策定

   3 「日中都市間環境協力セ

ミナー」開催（北京）

    3 「CP導入促進セミナー」

開催（ホーチミン）

   4 PRTR法による排出量等

の把握の開始

   6 「北九州市エコタウンセン

ター」開館

   10 「北九州市環境物品等・

調達の推進に関する基

本方針」策定

   12 「北九州市地球温暖化防

止実行計画」策定

 14.  1 「かん・びん・ペットボト

ル」収集方法見直し

 14.  4 ｢北九州市環境ミュージ

アム｣開館

    7 蛍光管、色つきトレー分

別収集開始

   8 ｢エコタウン事業第２期計

画｣ 策定

   8 ヨハネスブルグ・サミットに

参加

 15.  2 北九州地域公害防止計

画の策定

   3 北九州市役所本庁舎に

おけるISO14001認証更

新

   4 PCB処理施設着工

　　　 環境事業団との間「環境保

全協定」締結

   7 粗大ごみ持ち出しサービ

ス開始

   7 北九州市環境科学研究

所におけるISO14001認

証取得

   7 ｢北九州市エコタウンセン

ター別館」開館

   10 「環境未来税」導入

 16.  2 ｢北九州市エコタウンセン

ター廃棄物研究施設｣ 開

館

 13  3 土壌環境基準の一部改

正（ふっ素及びほう素の

追加）

   7 水質汚濁防止法施行令

等の一部改正による、ほ

う素等3項目の排出基準

への追加

   12 ゴルフ場使用農薬の

    暫定指導指針の一部

    改正（10農薬について指

針値を追加）

 14.  5 土壌汚染対策法公布

   7 ｢化学的酸素要求量、窒

素含有量及びりん含有

量に係る総量削減計画｣ 

策定（福岡県）

   11 環境ホルモンシンポジウ

ムin北九州「環境ホルモ

ンをかんがえる」の開催

 15.  2 土壌汚染対策法施行

 

 15.  4 ます渕ダムの環境基準

類型指定（福岡県）

   7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

 13.  7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

 14.  2 ｢北九州市自動車公害

対策推進協議会｣ の発

足

   7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

 15.  7 国家要望「航空自衛隊

芦屋基地周辺における

民家防音工事の助成等

対象区域の拡大」の実

施

 13.  4 大気汚染に係る環境基

準の追加の告示（ジクロ

ロメタン）

 14. 12 ダイオキシン類に係る大

気関係強化排出基準の

適用

 15.  9 環境中の有害大気汚染

物質による健康リスクの

低減を図るための指針と

のある数値（指針値）の

設定


